
 

 

 

 

 

 

 

公共下水道の普及に伴うし尿・浄化槽汚泥

処理業の合理化に関する事業計画 
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１．目的 

本市においては、公共下水道の普及により、一般廃棄物処理業（し尿・浄化槽汚泥収

集）は著しい影響を受けることとなる。「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の

合理化に関する特別措置法」（昭和５０年法律第３１号）の趣旨を踏まえ、一般廃棄物処

理業者の経営に与える影響を緩和するための支援策を実施して、業務の安定を保持す

るとともに、し尿・浄化槽汚泥の適正な処理を確保することを目的として、本計画を策定

する。 

 

２．本市の状況 

   〇面  積     ２９．１１ｋ㎡  （令和元年１０月１日現在） 

   〇人  口     ３３，７３０人 

   〇世帯数      １５，２９０世帯 

     （令和２年３月３１日現在、住民基本台帳より） 

 

３．一般廃棄物処理業（し尿・浄化槽汚泥収集）の沿革及び現在の状況 

本市におけるし尿・浄化槽汚泥の収集は、平成元年度当時、市が直営と委託で行っ

ていたし尿収集を除き、別表１の収集許可業者２社が行っている。その後、市が平成１４

年度に直営を廃止し、平成２２年度に委託も廃止しており、現在はこの２社だけで行わ

れている。 

別図１に示すとおり、し尿・浄化槽汚泥の全体収集量は、令和元年度が７，２５８KL で

あり、公共下水道が平成２年度に供用開始する以前の平成元年度の１５，４６７KL と比

べると、４７％減少している。 

    〇平成元年度：１５，４６７KL → 令和元年度：７，２５８KL（△８，２０９KL） 

し尿の収集量は、令和元年度が２，４９３KLであり、平成元年度の１２，３９２KLと比べ

て８０％減少している。 

    〇平成元年度：１２，３９２KL → 令和元年度：２，４９３KL（△９，８９９KL） 

浄化槽汚泥の収集量は、別図２のとおり平成１５年度のピーク時に６，４９０KL まで増

加したが、以後は横ばいで推移した後、近年は大幅な減少に転じており、令和元年度は

４，７６５KLである。 

 

４．公共下水道の整備見通し 

本市の公共下水道の普及率は、令和元年度末時点で７９．８％である。 
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平成２８年度から中海側の渡地区、外江地区などの居住地域は早期整備をめざす計

画であり、居住地域の整備完了目標を令和８年度頃としている。 

令和７年度末の普及率は、別表２のとおり９４％に上がると見込んでいる。 

 

５．し尿・浄化槽汚泥の収集量の見通し 

本市におけるし尿・浄化槽汚泥の収集量は、別図３のとおり公共下水道の普及に伴

い、今後も大幅な減少が続くものと予測される。 

    〇令和元年度：７，２５８KL → 令和 ７年度推計：４，３６０KL程度（約４割減） 

                      → 令和１２年度推計：２，６３０KL程度（約６割減） 

 

６．合理化事業の内容等 

 （１）対象業者 

別表１のし尿・浄化槽汚泥の収集許可業者２社を対象とする。 

 （２）実施期間 

令和３年度から令和７年度までの５年間とする。以後、状況に応じて見直しを行う。 

 （３）実施方法 

対象業者がし尿・浄化槽汚泥の収集業務を 

継続しつつ、事業の転換を図る場合において、次のような代替業務を、当該業務に

必要な知識、技術、経験等に留意しつつ、転換先の業務として随意契約により提供す

る。 

① 下水道施設脱水汚泥等運搬（平成２５年度） 
② 下水道施設汚水槽等清掃（平成２９年度） 
③ 犬猫等死骸回収運搬（平成２８年度） 
④ 可燃ごみ収集（古紙含む）（平成２９年度） 
⑤ ペットボトル・白色トレイ収集（平成２９年度） 
⑥ 下水道施設管渠維持管理等 

なお、⑥､の業務については、新たな代替業務として検討する。 
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